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１．議事日程（令和元年第４回北広島町議会定例会）

令和元年１２月５日

午 前 １ ０ 時 開 会

於 議 場

２．出席議員は次のとおりである。

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第 15号 専決処分の報告について

（学校の課外活動中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めること

について）

日程第５ 議案第 81号 北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例

日程第６ 議案第 82号 産直市からしろ館設置及び管理条例

日程第７ 議案第 83号 からしろ集会所設置及び管理条例

日程第８ 議案第 84号 北広島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果

の縦覧等の手続に関する条例

日程第９ 議案第 85号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第10 議案第 86号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

日程第11 議案第 87号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例

日程第12 議案第 88号 北広島町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

日程第13 議案第 89号 北広島町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例

日程第14 議案第 90号 北広島町コミュニティ施設設置及び管理条例の一部を改正する条例

日程第15 議案第 91号 広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の減少及び広島県市

町総合事務組合規約の変更について

日程第16 議案第 92号 山県東部新町建設計画の変更について

日程第17 議案第 93号 芸北広域環境施設組合規約の変更について

日程第18 議案第 94号 町道の路線の認定について

日程第19 議案第 95号 財産の無償貸付について

日程第20 議 案第 96号 令和元年度北広島町一般会計補正予算（第４号）

日程第21 議案第 97号 令和元年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第22 議案第 98号 令和元年度北広島町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第23 議案第 99号 令和元年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第100号 令和元年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第25 議案第101号 令和元年度北広島町電気事業特別会計補正予算（第２号）

日程第26 議案第102号 令和元年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予算（第２号）

日程第27 議案第103号 令和元年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第104号 令和元年度北広島町水道事業会計補正予算（第１号）
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３．欠席議員は次のとおりである。

４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

５．職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 坂 本 伸 次 議会事務局 田 辺 五 月

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午 前 １０時 ００分 開 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（宮本裕之） おはようございます。今年も日本全国で地震や火山活動、大雨や台風など多

くの自然災害が発生しております。なかなか復旧・復興が進まず、未だに困難な生活を送って

おられるたくさんの被災者の方々に心からお見舞い申し上げます。そんな中、１０月には北広

島町に大変明るいニュースが飛び込んでまいりました。中国浙江省で開催された第１６回世界

ソフトテニス選手権大会において、どんぐり北広島ソフトテニスクラブの選手が見事金メダル

を獲得され、４つの金メダルを北広島町に持ち帰ってくれました。大変喜ばしいことであり、

町の誇りに感じております。今後のさらなるご活躍を期待しております。ただいまの出席議員

は１３名です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和元年第４回北広島町議会定例

会を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配

１番 濱 田 芳 晴 ２番 美 濃 孝 二 ４番 湊 俊 文

５番 敷 本 弘 美 ６番 森 脇 誠 悟 ８番 山 形 しのぶ

９番 亀 岡 純 一 １０番 梅 尾 泰 文 １２番 服 部 泰 征

１３番 伊 藤 純 １４番 中 田 節 雄 １５番 大 林 正 行

１６番 宮 本 裕 之

３番 真 倉 和 之 １１番 室 坂 光 治

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 中 原 健 教 育 長 池 田 庄 策

芸北支所長 清 見 宣 正 大朝支所長 竹 下 秀 樹 豊平支所長 益 田 智 幸

危機管理課長 野 上 正 宏 総 務 課 長 畑 田 正 法 財 政 課 長 植 田 優 香

企 画 課 長 砂 田 寿 紀 税 務 課 長 矢 部 芳 彦 福 祉 課 長 細 川 敏 樹

保 健 課 長 福 田 さちえ 農 林 課 長 落 合 幸 治 商工観光課長 沼 田 真 路

建 設 課 長 川 手 秀 則 町 民 課 長 迫 井 一 深 上下水道課長 中 川 克 也

消 防 長 石 井 雅 宏 学校教育課長 石 坪 隆 雄 生涯学習課長 西 村 豊

会計管理者 畑 田 朱 美 国土調査事務所長 中 川 俊 彦
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付したとおりです。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（宮本裕之） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。本定例会の会議録署名議員

は、会議規則第１２７条の規定により、４番、湊議員、５番、敷本議員を指名いたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２ 会期の決定について

○議長（宮本裕之） 日程第２、会期の決定について議題とします。お諮りします。本定例会の会

期は、本日から１２月１８日までの１４日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長（宮本裕之） ご異議なしと認めます。従って、本定例会の会期は、本日から１２月１８日

までの１４日間に決定いたしました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３ 諸般の報告

○議長（宮本裕之） 日程第３、諸般の報告をいたします。議長報告は、配付しておりますとおり

ですが、その中から若干申し添えます。１０月１６日、国道１８６号整備促進協議会の東京要

望では、関係する市町の首長、議長とともに、地元出身の国会議員と国土交通省担当部局に要

望書を提出してまいりました。１１月１３日、全国町村議会議長会創立７０周年記念式典並び

に第６３回町村議会議長全国大会が東京ＮＨＫホールで開催され、内閣総理大臣をはじめ衆議

院議長、参議院議長、関係大臣から祝辞をいただいた後、議事の全てが了承され、閉会しまし

た。１１月１５日、全国過疎地域自立促進連盟第５０回定期総会並びに新過疎法制定実現総決

起大会が東京メルパルクホールで開催され、新たな過疎対策法の制定に関する決議が、全会一

致で可決されました。次に、本定例会までに受理した請願・陳情は、別紙請願・陳情受付簿の

とおりです。会議規則第９２条の規定により、所管の常任委員会に付託をいたします。次に、

地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月出納検査の結果報告書が提出されており

ます。お手元に配付したとおりです。以上で、議長報告を終わります。次に、町長から行政報

告の申し出がありますので、これを許します。箕野町長。

○町長（箕野博司） 皆さんおはようございます。行政報告をいたします。資料の２ページをお願

いします。危機管理課の関係であります。地域防災力の強化ということで、まちづくり出前講

座、防災の備えについてということで行っております。先ほどもありましたけども、自然災害

等全国で甚大化、多発化してきている中で、関心も強いということであります。９月から１１
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月の３か月間で、１０か所で開催をし、約４００人の方に参加をいただいたところであります。

それから、消防団の関係でありますけども、北広島町消防団が令和元年防災功労者内閣総理大

臣表彰を受章をされております。これは、平成３０年７月豪雨での献身的な水防活動を行った

ということで表彰されたものであります。次に、企画課の関係、４ページをお願いします。今

年度から本町の担い手育成事業として、きたひろ学び塾～Ｗｉｔｈというのを開催をしており

ます。１０月から１１月にかけて５回の講座を開催し、約７０名の参加をいただいたところで

あります。次に、１２ページをお願いします。保健課の関係であります。元気づくり推進事業、

元気づくり体操でありますが、にこやか集会所コースと元気リーダーコース、合わせて現在６

２会場、今年度の延べ参加者数が約１万８０００人となっているところであります。農林課の

関係、１６ページをお願いします。集落法人の設立についてでありますが、新たに農事組合法

人ファーム八重１４５が設立をされました。エリアは、千代田地域の寺原、有間地区でありま

して、この設立により町内の集落型農業法人数は３３法人となったところであります。１７ペ

ージをお願いします。森林経営管理制度の取り組みとして、本年度より取り組みを開始しまし

た森林経営管理事業が、地域調整会議において調査箇所を選定し、今、作業を進めておるとこ

ろであります。令和元年度の意向調査ということで、芸北地域政所１２２ha、豊平地域中原で

１６６haを対象に、所有者の意向調査等を、今始める作業を進めているところであります。そ

れから商工観光課の関係であります。１８ページです。商工業振興対策事業ということで、北

広島町産業フェア２０１９を１０月６日に開催をいたしました。道の駅舞ロードＩＣ千代田の

イベントと共催ということで開催をしたわけでありますけども、来場者数は約６０００人と、

多くの方に参加をいただいたところであります。２１ページをお願いします。北広島町農山村

体験推進事業ということで行っておりますが、小学校を対象にした山海島体験活動、１１月ま

でで２１校、児童数が５８９名ということで実施をしております。また、中学校、高校の修学

旅行でありますが、１１月までで６校８２２人の受け入れをしております。また、海外からの

教育旅行ということで、１１月まで５団体、１０４名の受け入れをしております。これから冬

の受け入れが小学校、中学校等受け入れを予定をしております。小学校が５校、中学校が１校

の予定であります。この農山村体験推進事業、引き続き力を入れてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いをいたします。続いて、建設課の関係であります。２４ページをお願

いします。一昨年から、３か年連続で、いずれも７月でありますけども、本町の豪雨災害を受

けてということでありまして、その災害復旧のことを記入しております。一昨年の平成２９年

発生の災害復旧の関係でありますが、全体では２７９件の査定を受けて、今ほとんど終わって

きたところでありますが、まだ、２０件程度未完成のところがあります。本年度中には完成す

る予定であります。それから、昨年度の平成３０年発生の災害復旧でありますけども、これは

全体で７６件の査定を受けて、今３４件完成をしておるという状況であります。また、今年度

の災害復旧につきましては、１１月２２日現在でありますけども、５２か所の査定が完了した

という状況であります。いずれにしましても、一日も早い復旧に向けて進めてまいりたいと思

っております。私からの行政報告は、以上であります。教育委員会関係については、教育長よ

り報告をいたします。

○議長（宮本裕之） 教育長。

○教育長（池田庄策） それでは教育委員会から、教育行政につきまして報告を申し上げます。２

９ページをお開きください。まず、学校教育課でございますが、１０月８日、山県郡小学校陸
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上記録会を千代田運動公園で開催をいたしました。それから下にまいりまして、１１月８日、

第５０回博報賞、日本文化・ふるさと共創教育部門功労賞を、壬生小学校が受賞しております。

３０ページをお願いいたします。生涯学習でございますが、多くの記載をしておりますけれど

も、何点かの報告を申し上げます。まず、３０ページの上でございますが、夢プロ事業の、夢

と希望を乗せてロケットを飛ばそう、１０月２４日、千代田運動公園で開催をいたしました。

次は、３４ページをお願いをいたします。芸術文化振興事業でございますが、第１３回靉光記

念北広島町児童生徒自画像展関連事業、表彰式等を行い、東京近代美術館の見学、巡回展等も

実施をいたしました。下にまいりまして、文化財保護関係でございますが、吉川戦国まつり、

１０月２０日、吉川元春館跡歴史公園で開催をしております。下にまいりますが、東京オリン

ピックドミニカ共和国ホストタウン事業でございます。白砂匠庸選手、世界パラ陸上競技選手

権大会に出場されております。３５ページでございますが、１１月１１日から１６日、ドミニ

カ共和国柔道競技の事前合宿を行っております。教育委員会からは、以上でございます。

○議長（宮本裕之） 以上で、町長、教育長の行政報告を終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第４ 報告第１５号 専決処分の報告について

○議長（宮本裕之） 日程第４、報告第１５号、専決処分の報告について、報告を求めます。箕野

町長。

○町長（箕野博司） それでは、報告第１５号につきまして、概要を説明します。議案集の１ペー

ジをお願いします。報告第１５号、専決処分の報告について。地方自治法第１８０条第１項の

規定により、学校の課外活動中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて専決

処分したので、同条第２項の規定により、これを報告するものです。詳細につきましては、担

当から説明します。

○議長（宮本裕之） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村豊） 報告第１５号、専決処分の報告について、生涯学習課から報告させて

いただきます。専決処分第１４号、専決処分書。地方自治法第１８０条第１項の規定により、

学校の課外活動中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて、次のとおり専決

処分する。令和元年１０月１８日。１、相手方、記載のとおりでございます。２、事故の概要、

令和元年９月２０日午前７時ごろ、町内小学校の課外活動で民泊をしていた児童が、誤って相

手方自宅の照明器具を損壊させたものでございます。３、和解内容、町は、相手方に対し、損

害賠償として５万１７００円の支払い義務があることを認め、これを支払う。町及び相手方は、

今後一切、本件請求原因事項に関して、何ら債権債務を有しないことを確認する。４、損害賠

償額５万１７００円。この金額の内訳は、照明器具の購入費でございます。以上、報告を終わ

ります。

○議長（宮本裕之） これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これ

をもって質疑を終わります。これで、報告第１５号、専決処分の報告について、報告を終わり

ます。
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第５ 議案第８１号 北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例から

日程第８ 議案第８４号 北広島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の

縦覧等の手続に関する条例

○議長（宮本裕之） 日程第５、議案第８１号、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例

から、日程第８、議案第８４号、北広島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響

調査結果の縦覧等の手続に関する条例までの、４議案を一括議題とします。以上４議案につい

て、提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、議案第８１号から議案第８４号について、一括して説明します。

議案集の３ページをお願いします。議案第８１号、北広島町会計年度任用職員の給与等に関す

る条例について説明します。本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴い、令和２年４月１日より会計年度任用職員制度が施行されるため、条例の制定につい

て、町議会に提案するものです。議案集の２６ページをお願いします。議案第８２号、産直市

からしろ館設置及び管理条例及び議案集３０ページの議案第８３号、からしろ集会所設置及び

管理条例について、説明をします。本案は、基幹集会所である、からしろ館に産直市が併設さ

れており、それぞれに施設の使用目的が異なることから、現在の設置及び管理条例を廃止し、

基幹集会所部分と産直市部分に設置及び管理条例を分けて制定するため、条例の制定について、

町議会に提案するものです。次に、議案集の３４ページをお願いします。議案第８４号、北広

島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

について、説明します。本案は、非常災害時に係る一般廃棄物処理施設の取り扱いについて、

円滑かつ迅速な災害廃棄物の処理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

き、所定の項目を条例に規定するため、条例の制定について、町議会に提案するものです。以

上、詳細につきましては、各担当から説明をいたします。

○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 議案第８１号、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例につい

て、総務課からご説明申し上げます。議案集３ページをお願いいたします。本条例は、地方公

務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、令和２年４月１日に施行される会計年度任用職員の

給与等について、規定するものでございます。この条例におきまして、給与とは、報酬、期末

手当、特殊勤務に係る報酬、時間外、休日夜間勤務に係る報酬をいいます。第３条から第１８

条において、これらの報酬や通勤に係る費用弁償の支給について規定をしております。また、

業務別、職種別の報酬額や休暇等の処遇につきましては、別途規則等で定めることとしており

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 企画課長。

○企画課長（砂田寿紀） それでは、議案第８２号、産直市からしろ館設置及び管理条例、議案第

８３号、からしろ集会所設置及び管理条例の２議案について、企画課からご説明いたします。

議案集は２６ページから３３ページでございます。現在のからしろ館におきましては、基幹集

会所の位置付けとしてなっておりますが、飲食の提供を含む産直市が併設されております。集

会機能と産直機能の異なる使用形態と実際なっております。また、広く産直市として認知され
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ておりますことから、基幹集会所の部分と産直市の部分を分けた条例制定をするものでござい

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 町民課長。

○町民課長（迫井一深） 議案第８４号、北広島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境

影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例について、町民課より説明申し上げます。議案書の

３４ページをお願いいたします。非常災害時に係る一般廃棄物処理施設の取り扱いについては、

円滑かつ迅速な災害廃棄物の処理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に特例

の定めが設けられております。この特例を活用するには、縦覧の対象となる施設の種類やその

期間等、所定の項目を町条例に定めておく必要があり、災害により発生した廃棄物の処理をよ

り迅速に行う必要があることから、条例として制定するものでございます。具体的には、平時

に一般廃棄物処理施設を設置する際に縦覧等が必要になる場合の規定を定めることと併せ、非

常災害時の規定を設けることで縦覧期間の短縮や通常、許可申請が必要なところが届け出で足

りることなど、手続がより簡素化されるものとなります。ご審議のほど、よろしくお願いいた

します。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。以上４議案については、後日、

審議、採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第 ９ 議案第８５号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から

日程第１４ 議案第９０号 北広島町コミュニティ施設設置及び管理条例の一部を改正する条例

○議長（宮本裕之） 日程第９、議案第８５号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例か

ら、日程第１４、議案第９０号、北広島町コミュニティ施設設置及び管理条例の一部を改正す

る条例までの６議案を一括議題とします。以上６議案について、提案理由の説明を求めます。

箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、議案第８５号から議案第９０号について、一括して説明します。

議案集の３８ページをお願いします。議案第８５号、職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について説明します。本案は、人事院勧告に伴い、北広島町職員の給与改定等を行うた

め、条例の一部改正について、町議会に提案するものです。次に、議案集の５２ページをお願

いします。議案第８６号、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて説明します。本案は、人事院勧告に伴い、北広島町における一般職の任期付職員の給与

改定を行うため、条例の一部改正について、町議会に提案するものです。次に、議案集の５５

ページをお願いします。議案第８７号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例について説明します。本案は、地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律等の施行に伴い、令和２年４月１日より会計年度任用職員制度等

が施行されるため、関係条例の整備について、町議会に提案するものです。議案集の６６ペー

ジをお願いします。議案第８８号、北広島町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す

る条例について説明します。本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給

等に関する法律施行令の一部改正に伴い、条例の一部改正について、町議会に提案するもので
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す。議案集の６９ページをお願いします。議案第８９号、北広島町体育施設設置及び管理条例

の一部を改正する条例について説明します。本案は、体育施設として機能しなくなった施設の

削除や名称変更等の整理を行うため、条例の一部改正について町議会に提案するものです。議

案集の７２ページをお願いします。議案第９０号、北広島町コミュニティ施設設置及び管理条

例の一部を改正する条例について説明します。本案は、施設の目的及び趣旨との整合を図るた

め、条例の一部改正について町議会に提案するものです。以上、詳細につきましては、各担当

から説明をいたします。

○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 議案第８５号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきま

して、総務課からご説明申し上げます。議案集３８ページをお願いいたします。本条例は、国

の人事院勧告に準じて、本町職員の給与改定を行うものでございます。主には若年層に対し、

行政職給料表を平均０．１％の引き上げ改定を行うもので、その他の給料表につきましても行

政職給料表との均衡を基本に改定するものでございます。また、勤勉手当の年間支給月額を０．

０５月引き上げ、４．４５月を４．５月に改定し、住居手当につきましても、所要の改定を行

うものでございます。続きまして、議案第８６号、一般職の任期付職員の採用等に関する条例

の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。議案集５２ページをお願いいたし

ます。本条例につきましても、国の人事院勧告に準じて、任期付職員の給与改定を行うもので

ございます。次に、議案第８７号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例について、ご説明申し上げます。議案集５５ページをお願

いいたします。本議案は、議案第８１号で説明申し上げました、会計年度任用職員制度の実施

に伴い、第１条から第１１条において、関係条例の整備を行うものでございます。主には、非

常勤職員の文言を会計年度任用職員に置き換え、または追加するものでございます。また、第

６条におきましては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正でございますが、特別職非常勤職員から、会計年度任用職員に移行する職員等を削除し、ま

たは、関係職員の報酬額の改定を行うものでございます。以上、ご審議のほどよろしくお願い

いたします。

○議長（宮本裕之） 福祉課長。

○福祉課長（細川敏樹） それでは福祉課より、議案第８８号、北広島町災害弔慰金の支給等に関

する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。議案集は６６ページでございます。

今回提案しました条例は、その上位法に当たります災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法

施行令が一部改正されたことに伴い、北広島町条例の一部改正が必要となったことによるもの

でございます。本条例は、災害救助法の指定を受ける大規模な災害が発生した場合、その被災

者に対して行う災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付けについて、

それぞれ内容を定めるものでございます。今回の条例改正は、法改正により、市町村は、災害

弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査、審議するため、審議会等を設置するよ

う努めると定められたことによります。これを受け、本条例に第１６条を加え、大規模災害発

生時に支給審査委員会を設置し、弔慰金や見舞金の支給に関する調査や審議を行うこととする

ものでございます。また、併せて法改正に伴い生じた本条例第１５条第３項の法令引用箇所の

条ずれを改正するものでございます。以上、ご審議をよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 生涯学習課長。
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○生涯学習課長（西村豊） それでは、議案第８９号、北広島町体育施設設置及び管理条例の一部

を改正する条例について、生涯学習課からご説明申し上げます。議案集の６９ページをお願い

いたします。この条例改正は、体育施設として機能しなくなった施設の整理及び名称の変更、

また体育施設を目的に応じた施設として整理するために条例改正を行うものでございます。主

な内容につきましては、削除する施設が５施設、名称の変更が２施設、体育施設からコミュニ

ティ施設へ変更するものが４施設でございます。続きまして、議案第９０号、北広島町コミュ

ニティ施設設置及び管理条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。議案集の

７２ページをお願いいたします。この条例改正は、施設の目的及び趣旨に応じた整理を行うた

め、記載の４つの施設につきまして、体育施設からコミュニティ施設へ変更するものでござい

ます。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。以上６議案については、後日、

審議、採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１５ 議案第９１号 広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び広島

県市町総合事務組合規約の変更についてから

日程第１９ 議案第９５号 財産の無償貸与について

○議長（宮本裕之） 日程第１５、議案第９１号、広島県市町総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び広島県市町総合事務組合規約の変更についてから、日程第１９、議案第９５

号、財産の無償貸与についてまでの、５議案を一括議題とします。以上５議案について、提案

理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、議案第９１号から議案第９５号について、一括して説明します。

議案集の７５ページをお願いします。議案第９１号、広島県市町総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び広島県市町総合事務組合規約の変更について説明します。本案は、広

島県市町総合事務組合の構成団体である甲世衛生組合が、令和２年３月３１日をもって組合を

解散し、同年４月１日から広島県市町総合事務組合を脱退することに伴い、組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び組合規約の変更をするため、町議会に提案するものです。議案集の

７７ページをお願いします。議案第９２号、山県東部新町建設計画の変更について説明します。

本案は、山県東部新町建設計画の計画期間を５年延長するため、町議会に提案するものです。

議案集の８４ページをお願いします。議案第９３号、芸北広域環境施設組合規約の変更につい

て説明します。本案は、芸北広域環境施設組合の事務所の位置を、令和２年４月１日から変更

することに伴い、組合規約の変更をするため、町議会に提案するものです。議案集の８６ペー

ジをお願いします。議案第９４号、町道の路線の認定について説明します。本案は、民間分譲

宅地開発事業に伴い設置された道路を町に帰属し、認定道路とするため町議会の議決を求める

ものです。議案集８８ページをお願いします。議案第９５号、財産の無償貸付について説明し

ます。本案は、財産を無償で貸し付けることについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規

定により、町議会の議決を求めるものです。以上、詳細につきましては、各担当から説明しま

す。
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○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 議案第９１号、広島県市町総合事務組合規約の変更について、総務課か

らご説明申し上げます。議案集７５ページをお願いいたします。本案は、広島県市町総合事務

組合の構成団体である甲世衛生組合が、令和２年３月３１日をもって組合を解散し、令和２年

４月１日から当該組合を脱退することから、組合規約を変更することについて、議会の議決を

求めるものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 企画課長。

○企画課長（砂田寿紀） 議案第９２号、山県東部新町建設計画の変更について、企画課からご説

明いたします。議案集は７８ページでございます。東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方

債の特例に関する法律の一部改正に伴いまして、合併特例債の発行可能期間が５年間延長され、

被災市町村以外の合併市町村では、合併年度及びこれに続く２０年度に延長されております。

これに伴い、合併特例債の根拠としております新町建設計画におきまして、計画期間を５年間

延長し、令和６年度とするものでございます。審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 町民課長。

○町民課長（迫井一深） 議案第９３号、芸北広域環境施設組合規約の変更について、町民課より

ご説明申し上げます。議案集の８４ページをお願いします。令和２年４月１日から芸北広域環

境施設組合の事務所の位置を北広島町役場庁舎から芸北広域きれいセンター内に変更するため、

地方自治法第２８６条第２項の規定に基づき芸北広域環境施設組合規約を変更するものでござ

います。内容としましては、規約第４条中、山県郡北広島町有田１２３４番地から広島県山県

郡北広島町川井１１０８０番地１８に改めるものでございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。

○議長（宮本裕之） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 議案第９４号、町道の路線の認定について、建設課からご説明申し上げ

ます。議案集８６ページをお願いいたします。なお、お手元に配付いたしました議案第９４号

の説明資料と併せてご覧ください。路線番号３３６４８、町道下十日市２号線ですが、千代田

地域有田地区下十日市内で行われました民間の分譲宅地開発事業に伴い設置された道路を町に

帰属し、新たに認定道路とするものです。延長は６０．９ｍでございます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 議案第９５号、財産の無償貸付について、総務課からご説明申し上げま

す。議案集８８ページをお願いいたします。貸し付ける財産の所在地、山県郡北広島町川小田

字苅蔵１００７５番地４５、貸し付ける財産は、土地及び建物でございます。土地につきまし

ては、宅地３８４㎡、建物は鉄骨造２階建、床面積６１６㎡でございます。貸し付ける相手先、

山県郡北広島町川小田１００７５番地５、芸北分校あすなろプロジェクト会長小笠原幸信でご

ざいます。貸付期間、貸付契約締結の日から令和６年３月３１日までとし、町または貸付の相

手先から期間満了の日の３か月前までに契約を更新しない旨の通知をしない場合は、さらに５

年間契約を更新するものでございます。使用目的は、加計高校芸北分校の下宿として、地元団

体が運営、活用するものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。以上５議案については、後日、

審議、採決を行います。
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２０ 議案第９６号 令和元年度北広島町一般会計補正予算（第４号）から

日程第２８ 議案第１０４号 令和元年度北広島町水道事業会計補正予算（第１号）

○議長（宮本裕之） 日程第２０、議案第９６号、令和元年度北広島町一般会計補正予算第４号か

ら、日程第２８、議案第１０４号、令和元年度北広島町水道事業会計補正予算第１号までの、

９議案を一括議題とします。以上９議案について、提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、令和元年度補正予算の概要について、一括して説明します。別冊

の令和元年度補正予算書をお願いします。議案第９６号、令和元年度北広島町一般会計補正予

算第４号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億４０００万円を追

加し、予算の総額を１５５億１４００万円とするものです。今回予算補正を行う主な内容は、

生活交通確保のための地方バス路線補助金の補正、救急相談センター事業開始に向けた業務の

実施、町道における除雪費の増額などを行っております。なお、繰越明許費は第２表に追加１

事業を、債務負担行為補正は第３表に追加１件を。また、地方債補正は第４表に目的別に計上

しております。次の仕切りをお願いします。議案第９７号、令和元年度北広島町国民健康保険

特別会計補正予算第２号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６０

０万円を追加し、予算の総額を１９億１６００万円とするものです。今回、予算補正を行う主

な内容は、一般被保険者高額医療費の追加などを計上しております。次の仕切りをお願いしま

す。議案第９８号、令和元年度北広島町下水道事業特別会計補正予算第３号です。本案は、既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７００万円を追加し、予算の総額を９億２２００

万円とするものです。今回予算補正を行う主な内容は、公共升設置工事費の追加などを計上し

ております。次の仕切りをお願いします。議案第９９号、令和元年度北広島町農業集落排水事

業特別会計補正予算第２号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０

０万円を追加し、予算の総額を３億５０００万円とするものです。今回予算補正を行う主な内

容は、処理施設の修繕費の追加などを計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第

１００号、令和元年度北広島町介護保険特別会計補正予算第３号です。本案は、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８００万円を追加し、予算の総額を２９億４４００万円と

するものです。今回、予算補正を行う主な内容は、地域密着型介護サービス給付費、介護予防

サービス給付費などの追加を計上しております。また、第２表に債務負担行為補正追加１件を

計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第１０１号、令和元年度北広島町電気事

業特別会計補正予算第２号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０

０万円を追加し、予算の総額を８５００万円とするものです。今回予算補正を行う主な内容は、

電源設備の修繕費の追加などを計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第１０２

号、令和元年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予算第２号です。本案は、既定の歳入

歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３００万円を追加し、予算の総額を６億４２００万円と

するものです。今回予算補正を行う主な内容は、伝送路保守委託料の増額などを計上しており

ます。次の仕切りをお願いします。議案第１０３号、令和元年度北広島町後期高齢者医療特別

会計補正予算第１号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ５００
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万円を減額し、予算の総額を２億９１００万円とするものです。今回予算補正を行う主な内容

は、広域連合への保険料負担金の増額などを計上しております。別冊の北広島町水道事業会計

補正予算書をお願いします。議案第１０４号、令和元年度北広島町水道事業会計補正予算第１

号です。本案は、収益的支出において、既決の支出予定額に７３万２０００円を追加し、支出

予定額を５億３２６７万７０００円とし、資本的収入において、既決の収入予定額に１８００

万円を追加し、収入予定額を５８００万円とし、資本的支出において、既決の支出予定額に５

０９万６０００円を追加し、支出予定額を２億８４１５万７０００円とするものです。また、

第４条で、企業債の限度額４０００万円を５８００万円に改め、第５条で、議会の議決を経な

ければ流用することのできない経費を７３万２０００円追加し、２４９５万７０００円に改め

るものです。今回、予算補正を行う主な内容は、浄水場施設の工事請負費の増額、人事院勧告

に伴う人件費の増額などを行っております。以上、各会計の詳細につきましては、各担当から

説明をいたします。

○議長（宮本裕之） 財政課長。

○財政課長（植田優香） 議案第９６号、令和元年度北広島町一般会計補正予算第４号について、

財政課からご説明申し上げます。事前に配付しております、令和元年度１２月補正予算の概要

及び主要施策をご覧ください。今回の補正におきましては、一般会計の補正額は３億４０００

万円の増額補正で、補正後の予算総額は１５５億１４００万円となります。編成上のポイント

としましては、生活交通確保のための地方バス路線の維持、救急相談センター事業開始に向け

た対応業務、除雪による冬季積雪時の生活道路等への安全確保の追加などでございます。下段

には、当初予算からの補正の累計額を会計ごとに掲載をしております。裏面をご覧ください。

上段には、本年７月発生の災害復旧に伴う予算措置の経過を記載しており、現在額は２億６６

１５万円を計上しております。次に、１２月補正における主要施策の一覧を掲載しております。

なお、表中右端に予算書計上のページを記載しておりますので、後ほど予算書と一緒にご覧い

ただければと思います。Ⅰ、みんなで創造する実りと活力のあるまちでは、機構集積協力金１

６７１万円、芸北地域農道整備事業負担金９４０万円の追加などを。Ⅱ、誰もが愛着をもって

暮らせるまちでは、新規定住者住宅建築補助金等６１８万円、保育所運営委託料、認定こども

園施設型給付費等８４５８万円、給食センター調理場の修繕費７３万円、トップアスリート支

援交付金２５０万円の追加などを。Ⅲ、心身ともに健やかで安心して暮らせるまちでは、自立

支援給付費等２８００万円、施設がん検診委託料１２１万円の追加などを。Ⅳ、やすらぎと便

利さを感じられるまちでは、地方バス路線維持費補助金等４７６５万円、救急相談センター事

業システム改修委託料等３４万円、町道等除雪委託料等１億１９３３万円の追加などを。Ⅴ、

住民と行政とが一体となって未来を創造するまちでは、蔵迫地区センターフェンス取り替え工

事費２１万円の追加などを計上しております。次に、補正予算書の第２表をご覧ください。繰

越明許費でございます。８款土木費、２項道路橋梁費、橋梁維持修繕事業を令和２年度へ繰り

越しするものです。次に、第３表に債務負担行為補正を計上しております。追加として、バイ

オマスエネルギーの地域自立システム化実証事業１件でございます。次に、第４表をご覧くだ

さい。地方債補正を目的別に計上しており、補正後の借入限度額を総額で１３億９１１万６０

００円とするものです。災害復旧事業債１５６０万円、一般単独事業８９０万円、過疎対策事

業債２３２０万円を追加し、総額で４７７０万円の増額となります。以上で、一般会計補正予

算第４号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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○議長（宮本裕之） 町民課長。

○町民課長（迫井一深） 議案第９７号、令和元年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算第２

号について、町民課からご説明申し上げます。歳出の事項別明細１ページ、２ページをお願い

いたします。１款１項一般管理費の委託料を７７万６０００円増額し、３３３０万７０００円

とするものでございます。これは国保制度改正に伴うシステム改修費となります。２款１項３

目一般被保険者療養費について、３００万円増額し、７９８万７０００円とするものです。２

款１項４目退職被保険者等療養費につきましては、２万円増額し、３万３０００円とするもの

です。２款２項１目一般被保険者高額療養費については、２０００万円増額し、１億５８１８

万５０００円とするものです。めくっていただきまして、３ページ、４ページをお願いします。

２款２項２目退職被保険者等高額療養費につきましては、２０万円増額し、６４万６０００円

とするものです。これらは本年度の医療給付費の給付実績に基づき、補正計上するものでござ

います。４款２項２目疾病予防費につきましては、８２万２０００円増額し、１５７９万５０

００円とするものです。これは、保健事業として取り組んでおります糖尿病性腎症重症化予防

指導事業の指導対象者の見込みが、当初より増えたものによるものでございます。７款１項５

目保険給付費等交付金の償還金につきましては、１９２２万３０００円増額し、１９２２万４

０００円とするものです。これは過年度国県交付金の精算に伴う償還金となります。次に、戻

っていただきまして、歳入の事項別明細１ページ、２ページをお願いします。３款１項１目保

険給付費等交付金でございますが、２４８１万８０００円増額し、１３億４２１７万６０００

円とするものです。これは普通交付金を２３２２万円、特別交付金を１５９万８０００円増額

補正するものでございます。５款１項１目一般会計繰入金でございますが、１７７万６０００

円減額し、１億６１８７万２０００円とするものです。これは、本年度の保険基盤安定繰入金

の額確定に伴い、減額補正するものでございます。下段の６款１項１目その他繰越金ですが、

２５８０万１０００円増額し、２５８０万２０００円とするものです。歳入歳出とも４６００

万円増額し、補正後の額は１９億１６００万円となります。以上で、町民課からの説明は終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長（宮本裕之） 上下水道課長。

○上下水道課長（中川克也） 議案第９８号、令和元年度北広島町下水道事業特別会計補正予算第

３号につきまして、上下水道課からご説明申し上げます。補正予算書、歳出事項別明細書１ペ

ージ、２ページをお願いいたします。歳出、２款１項１目下水道新設費の工事請負費を２８３

万円の増額、２款１項２目下水道管理費の需用費を４００万円の増額、同じく工事請負費を４

０万円の増額、４款１項１目予備費を２３万円減額いたしまして、合計７００万円の増額をお

願いするものでございます。下水道新設費の２８３万円の増額でございますが、これは下水道

処理区域内における住宅新築などによります新規公共升設置に係る増額でございます。次に、

下水道管理費でございます。下水道管理事業の需用費４００万円の増額でございますが、これ

は光熱水費が不足するための増額でございます。また、工事請負費の４０万円の増額は、マン

ホールのかさ上げや管路設置部のくぼみの修繕工事に係る費用でございます。これに予備費２

３万円の減額を合わせまして、歳出合計７００万円増額をするものでございます。また、それ

に対する歳入でございますが、１ページ戻っていただきまして、歳入事項別明細書１ページ、

２ページをお願いいたします。歳入、４款１項１目の一般会計繰入金につきまして、歳出合計

額と同様の７００万円を増額をお願いするものでございます。続きまして、議案第９９号、令
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和元年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算第２号につきまして、引き続き上下水道

部からご説明申し上げます。補正予算書、歳出事項別明細書１ページ、２ページをお願いいた

します。歳出、２款１項２目農業集落排水管理費を９７万７０００円の増額、４款１項１目予

備費を２万３０００円増額し、合計１００万円の増額をお願いするものでございます。農業集

落排水管理費におきまして、需用費６７万７０００円の増額は、壬生地区処理場の№２曝気ブ

ロワーの修繕を行うものでございます。工事請負費の３０万円の増額は、マンホールのかさ上

げやマンホール周辺の舗装の打ち換えに係る費用でございます。これに予備費２万３０００円

の増額を合わせまして、歳出合計１００万円の増額をお願いするものでございます。また、そ

れに対する歳入でございますが、１枚戻っていただきまして、歳入事項別明細書１ページ、２

ページをお願いいたします。歳入、３款１項１目一般会計繰入金につきまして、歳出合計と同

額の１００万円の増額をお願いするものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

○議長（宮本裕之） 保健課長。

○保健課長（福田さちえ） 議案第１００号、令和元年度北広島町介護保険特別会計補正予算第３

号につきまして、保健課から説明いたします。歳出の事項別明細の１、２ページをお願いいた

します。２款保険給付費でございます。保険給付費の１項の介護サービス等諸費の１目、居宅

介護サービス給付費及び３目、地域密着型サービス給付費を合わせて１５６０万円の増額補正

でございます。本年度の現在までの給付状況を基に、年額を推計し、１目につきましては、在

宅の訪問介護サービス費が見込み額より減少、３目につきましては、地域密着型サービス利用

率の増加によるものでございます。次の２款２項１目の高額介護サービス費は、先ほどと同じ

く本年度の現在までの給付状況を基に年額を推計し、不足が見込まれるためでございます。高

額介護サービス費は、介護保険を利用しやすくするために利用者負担の軽減制度の一つでござ

います。１か月の利用者負担が上限を超えたときに、申請により超えた額を高額介護サービス

費等として、後から支給しております。次に、２款４項１目の介護予防サービス給付費でござ

います。要支援１、２の方の訪問リハビリ、通所リハビリの利用が増え、本年度の現在までの

給付状況を基に年額を推計し、不足が見込まれるためでございます。次に、歳入の事項別明細

の１、２ページをお願いいたします。３款１項の国庫負担金及び２項の国庫補助金、４款１項

の支払基金交付金、５款１項の県負担金、これらにつきましては、歳出の保険給付費の増額補

正に伴うものでございます。１ページの下段にございます、７款１項の一般会計繰入金でござ

います。１７２２万円の増額補正でございます。１目の介護給付費繰入金は、法定負担割合の

公費不足分でございます。４目の低所得者保険料軽減繰入金は、１０月の消費税率の改定に伴

い、介護保険の１号保険料につきまして、低所得者の保険料の軽減強化によるものでございま

す。次のページをお願いいたします。７款２項の基金繰入金は７０３万６０００円の補正でご

ざいます。３枚戻っていただき、第２表をお願いいたします。第２表の債務負担行為補正でご

ざいます。第８期北広島町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務の期間を令和２

年度、限度額を４７５万２０００円とするものでございます。保健課からの説明は以上でござ

います。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 農林課長。

○農林課長（落合幸治） 議案第１０１号、令和元年度北広島町電気事業特別会計補正予算第２号

について、農林課からご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１、２ページをお開きくださ
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い。歳出、１款１項１目、一般管理費の需用費を２０万円の増額、２款１項１目、電気事業費

を２３０万８０００円の増額、５款１項１目、予備費を４９万２０００円の増額で、合計３０

０万円の増額をお願いするものでございます。総務管理費の一般管理費２０万円の増額でござ

いますが、これは、電気料使用料の不足額を増額するものでございます。次に、電気事業費２

３０万８０００円の増額ですが、これは発電所管理補助員賃金の増額と電源設備修繕による需

用費の増額、予備電源接続委託料の増額をするものでございます。次に、予備費４９万２００

０円の増額ですが、これは不測の事態に対応するためのものでございます。続いて、戻ってい

ただいて、歳入の事項別明細書１、２ページをお願いします。２款１項１目の使用料について

は、売電収入の増を見込んで３００万円の増額をするものでございます。以上、ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 議案第１０２号、令和元年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予

算第２号につきまして、総務課からご説明申し上げます。歳出事項別明細書をお開きください。

２款１項１目、情報化施設管理費の委託料を３７９万３０００円増額するもので、これは新規

移転に伴う伝送路保守の委託料の増でございます。歳入の事項別明細書をお開きください。１

款１項１目、工事分担金を１６７万５０００円増額するもので、これは移設工事等に伴う分担

金収入で、２款１項１目の使用料の３０４万２０００円の増額は、インターネット等の加入者

増に伴う使用料の増でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 町民課長。

○町民課長（迫井一深） 議案第１０３号、令和元年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算

第１号について、町民課よりご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１ページ、２ページを

お願いします。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、５３４万４００

０円減額し、２億８９１６万１０００円とするものでございます。これは、保険料負担金のう

ち現年度分を５９０万８０００円減額し、過年度分を５６万４０００円増額するものでござい

ます。次に、戻っていただきまして、歳入の事項別明細書１ページ、２ページをお願いします。

１款１項の保険料につきましては、１７８万６０００円減額し、１億９４３９万６０００円と

するものでございます。次に、３款１項の一般会計繰入金を４８９万２０００円減額し、９４

４１万５０００円とするものでございます。内訳としましては、事務費繰入金を７７万円減額

し、１４７９万５０００円に、保険基盤安定繰入金を４１２万２０００円減額し、７９６２万

円とするものでございます。４款１項１目の繰越金を１６７万８０００円増額し、１６７万９

０００円とするものでございます。以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（宮本裕之） 上下水道課長。

○上下水道課長（中川克也） 議案第１０４号、令和元年度北広島町水道事業会計補正予算第１号

につきまして、上下水道課からご説明申し上げます。別冊の水道事業会計補正予算書の７ペー

ジ、水道事業会計補正予算説明書をお願いいたします。上の段、収益的収入及び支出の支出、

１款１項、営業費用の４目、総係費７３万２０００円の増額は、人事院勧告及び人事異動によ

ります給与などの増額をするものでございます。下の段、資本的収入及び支出でございます。

まず、支出の１款１項の建設改良費、目、水道施設新設改良費につきまして、委託料５６３万

２０００円の減額は、設計業務に係ります委託費の不用額を減額し、工事請負費の１０７２万

８０００円の増額は、住宅団地造成に係る水道配水管の新設や漏水が多発しております路線の
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水道管の布設替えなどの費用につきまして、現在、執行契約済みの建設改良費を精査し、その

不足額を増額するもので、委託料、工事請負費の合計５０９万６０００円を増額するものでご

ざいます。収入の１款１項の企業債は、先ほどご説明いたしました、配水管布設などに係りま

す建設改良費分１８００万円を増額するものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いい

たします。

○議長（宮本裕之） これをもって、提案理由の説明を終わります。補正予算関係９議案について

は、後日、審議、採決を行います。以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。次の本会

議は、１２月１０日、午前１０時から一般質問の予定となっていますので、よろしくお願いい

たします。本日はこれで散会します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 ２１分 散 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～


